
～いざというときのために～ 
 
突然の急病・けがに襲われた場合、慌てるものです。そんな時、適切な対応が出来るよう

に下記の若松区の救急医療体制を把握しておきましょう。 
 
●医療機関の診療時間外(休日･夜間)に「急病」「けが」になった場合・・・ 
 ① まずは「かかりつけ医」もしくは「近くの開業医」に相談して下さい。 
 （かかりつけ医の不在の場合は） 
 ② テレホンセンターにご相談下さい。 
   TEL：522‐9999 
 
●休日の昼間（9：00～17：00）に「急病」になった場合・・・ 
 内科・小児科 
  若松休日急患診療所 （若松区医師会館内）  

若松区藤ノ木 2‐1‐29  TEL：771‐3389 
 内科・小児科・外科・整形外科・耳鼻咽喉科・歯科 
  夜間･休日急患センター   

小倉北区馬借 1‐7‐1  TEL：522‐9999 
  第 2 夜間･休日急患センター   

八幡西区西本町 4‐18‐1  TEL：662‐1759 
 
●平日の夜間（19：30～翌 7：00）・休日の夜間（17：00～翌 7：00）に「急病」「けが」に

なった場合・・・ 
内科・小児科・外科・整形外科 

  夜間･休日急患センター   
小倉北区馬借 1‐7‐1  TEL：522‐9999 

  第 2 夜間･休日急患センター   
八幡西区西本町 4‐18‐1  TEL：662‐1759 

 
※上記以外に、診療可能医療機関がありますので、詳しくはテレホンセンターへお尋ね下さい。 
  テレホンセンター TEL：522－9999 
 
 
 
 
 


